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サービスの内容について

フィットマン
地域にお住まいの障がいのある方々を対象に、
安心して暮らすことができるようお手伝いします。
また、放課後や勤務後に活動プログラムを提供することで、
余暇の充実を図るとともに、ご家族の就労の機会や
一時的な休息を支援します。

在宅支援
行動援護、身体介護、家事援助、
通院介助、日中一時支援、移動支援

障がい者就労支援センター めーでる
主に就労へ向けて、社会福祉士やジョブコーチの資格を持った
相談員がご相談をお受けします。
住居を探すお手伝いもします。

相談支援
障害者就労支援事業（委託）

障がい児・者支援センター めーでる
社会福祉士や精神保健福祉士等の資格を持つ相談支援専門員が、
障がい児・者やそのご家族からのご相談をお受けするほか、
障がい福祉サービスについての情報提供や助言をさせていただきます。
また、福祉サービスを利用する際は計画を作成します。

相談支援
指定特定・指定一般相談支援事業
指定障害児相談支援事業所

居宅介護等事業

家庭に訪問し、入浴介助（清拭、洗髪）、排せつ介助、食事介助、衣服の着脱の介助
等を行います。身体介護

家庭に訪問し、調理・洗濯・掃除・買い物などの必要な家事等の援助をします。家事援助

専門の研修を受けた職員がご本人の障がい特性に応じて外出の計画から実行まで
対応します。行動援護

障がいのある方の余暇活動をする場の提供や支援を行います。日中一時支援

余暇外出や買い物、市役所等へ付き添います。移動支援

市内に在住される、障がいのある方を対象に入浴支援を提供します。日中一時支援
（入浴介助）

定期的な通院等のため、受診等の手続きや病院内の移動等の介助を行います。通院介助

フィットマン
公式キャラクター

フィットレッド

プールや温泉、映画鑑賞やカラオケ、スポーツ観戦等、ご希望の外出を支援しています。

北広島市地域生活支援事業

相談受付：TEL（011）373-7108
FAX（011）373-8673

利用受付：フィットマン　TEL（011）370-1727
FAX（011）373-5598　携帯電話（080）5835-9394

こんなお悩みありませんか？

職場の対人関係で
悩んでいる…。

履歴書の書き方が
分からない…。

福祉サービスを利用する時は
どんな手続きが必要なの？

転職を考えているので
サポートして欲しい…。

住む家を探しているが
どうしたら良いのかな？

障がいがある方を雇用しているが、
どのように関わったら良いの？

仕事を探すためのお手伝いをします。面接の練習や履歴書を書く練
習をはじめ、ハローワークへ行くお手伝いをしています。

就労準備、求職活動

アパートやグループホームを探している方への入居に必要な調整
やお手伝いをしています。

住まいに関して

対象の方

市役所、ハローワーク、職業センター、事業主、福祉施設等と連携し
てアドバイスや情報提供を行います。

関係機関との連絡調整

職場内での困りごとがあれば相談してください。職場への訪問もし
ます。ご本人だけでなく、事業主の方からの相談にも応じます。

職場定着支援

北広島市にお住まいで、障がいのある方。
（知的障がい、精神障がい、身体障がい、発達障が
い等）
※手帳がなくても構いません。
ご家族の方、事業主、関係機関の方からのご相談
も承ります。まずはお気軽にご相談ください。

相談支援専門員が、障がい福祉サービスの利用に必要な
「サービス等利用計画」を作成し、一定期間ごとにモニタリン
グ（評価・見直し）を行います。

サービス等利用計画
まずはお話をお伺いし、将来の目標やご希望される生活に合
わせてサービス調整や申請手続きをお手伝いします。相談に
ついては費用の負担はありません。

相談について

利用相談・
サービス連携センター
ご利用者、ご家族、地域の方の声に耳を傾け、
抱えている課題や問題に寄り添った支援を考えるとともに、
希望に沿ったサービスや社会資源と結び付けられるように支援しています。

利用相談
法人窓口として相談者へ寄り添います

法人内事業所の見学調整と見学対応を行います。また、事業
所の実習を通し本人の想いを実現できるよう法人全体で連
携を図り対応をさせていただきます。

見学対応について

利用を検討されている方ならびに利用されている方の意思
決定を尊重し、その方の立場に立ったより質の高い相談支
援を提供します。

相談について

短期入所のご依頼を受け付けしています。ご利用方法につき
ましては、下記連絡先までお気軽にご相談ください。

短期入所の受付窓口


